
１．事業概要

２．補助対象者

次のいずれにも該当する中小企業者とします。

（１）市内に本社・本店を置き１年以上継続して事業を営んでいる者

（２）市税を完納している者（申請受付後に市で納税状況を確認します）

（３）日本標準産業分類のうち、以下の業種を営んでいること

    建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業

    卸売・小売業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業

    生活関連サービス業,娯楽業、サービス業のうち廃棄物処理業、自動車整備業

    機械等修理業（別掲を除く）

３．補助対象事業

（１）年度内に完了できる、人材育成のための事業

   ※資格取得を目的とした事業の場合、取得に至らなければ補助金は交付しません

（２）事業計画書（第２号様式）に基づく事業

（３）補助対象者が費用負担をしたもの

   ※研修等の領収書、請求書の宛名が補助対象者名であること

（５）自社が主催する事業でないこと

４．補助対象経費及び補助金額

（１）補助対象経費

 当該補助対象事業に係る受講費用及び検定料

 ※交通費、宿泊費、飲食費、振込手数料、消費税を除く

（２）補助金額

５．提出書類

（１）申請：事業開始７日前までに以下の書類を提出してください

 ①申請書（第１号様式）

南房総市中小企業人材育成事業補助金 申請要領

 市内の中小企業者が技術力や経営力の強化を図るために行う人材育成事業に要する経費に対し、

予算の範囲内において補助金を交付します。

 補助対象経費の２分の１以内（１００円未満切捨て）とします。

 １事業者１会計年度につき２０万円を上限とします。

 ※概算払いはしません

 ※国・県等の補助事業との併用は認めません



 ②事業計画書（第２号様式）

 ③研修申込書の写し

 ④研修内容が確認できる書類（パンフレット、HP画面の印刷など）

 ⑤定款又は履歴事項全部証明書の写し（法人）、開業届の写し（個人）

  ※年度内初回の申請に限ります

 ⑥振込口座確認様式

（２）実績報告：詳細は交付決定時に御案内します

 ①実績報告書

 ②領収書の写し

 ③事業完了を証明する書類の写し（修了証、資格証など）

６．事業スケジュール

① 申請書類の提出

② 交付決定

③ 事業実施

④ 実績報告の提出

⑤ 交付額の確定

⑥ 請求書の提出

⑦ お支払い

６．留意事項

以下の事由が生じた際は速やかに報告してください。

（１）名称又は事業所の位置を変更したとき

（２）代表者を変更したとき

（３）事業計画に変更が生じたとき

（４）講習の受講や資格取得ができなかったとき

７．問合せ先・申請先

 南房総市商工観光部商工課 商工振興係

 〒２９９－２４９２ 南房総市富浦町青木２８番地 南房総市役所別館１

 電話 ０４７０－３３－１０９２ ＦＡＸ ０４７０－２０－４２３０

 Mail shoko@city.minamiboso.lg.jp      持参または郵送で提出をお願いします。
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